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大阪の空き家
コールセンター

運営：大阪府不動産コンサルティング協会　　連携：大阪の住まい活性化フォーラム（事務局 大阪府居住企画課）

空き家のワンストップ電話相談窓口です。
大阪府にある空き家のお悩みや疑問を、お気軽にご相談ください。

http://akiya.osaka.jp/

大阪府不動産コンサルティング協会の
空き家問題対策総合サイト

平日10:00-16:00 時 間

相談の仕組み ご相談の内容をお聞きし、
空き家相談担当者から
折り返しご連絡させていただきます。

令和3年度国土交通省補助事業「住宅市場を活用した空き家対策モデル事業」

詳しくはHPをご覧ください URL  http://oreca.jp

〒541-0052 大阪市中央区安土町1-4-11 エンパイヤビル3階
TEL:06-6261-3340　FAX:050-3737-8899

実家を賃貸・売却する
方法を知りたい。

相続対策、
何から手をつけたら

いいのか・・・

DIY賃貸ができる
賃貸物件を
探している。

住み替えをしたい。
自宅を売ろうか貸そうか。

06-6210-9814

空き家の管理方法が
わからない。

例えば

相談
無料

詳細はHPを
ご覧ください
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事 務 連 絡 

令和２年９月 23日 

 

都道府県 

各 指定都市 障害保健福祉主管部（局）、介護保険担当部（局） 御中 

  中 核 市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室 

厚 生 労 働 省 老 健 局 高 齢 者 支 援 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 認 知 症 施 策 ・ 地 域 介 護 推 進 課 

厚 生 労 働 省 老 健 局 老 人 保 健 課 

 

 

介護サービス事業所・施設における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業の 

取扱いについて 

 

 

 介護サービス事業所・施設における介護の提供に当たっては、「指定居宅サービス

等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 （平成 11年厚生省令第 37号）」及び「指

定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成 11年厚生省令第 39号）」

等の規定に基づき、当該事業所の従業者によって行われなければならないこととされ

ています。 

しかし、盲ろう者が介護サービスを利用する場合には、介護の提供に当たり、触手

話や指点字等、専門性の高い特別なコミュニケーション技術が必要となることから、

障害者総合支援法による「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」を活用し、当該事業

所の従業者以外の支援者（以下、単に「支援者」という。）が介護サービス利用中に付

き添い、コミュニケーション支援を行うことは差し支えないことと整理しましたので、

管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願いいたします。 

なお、実際に盲ろう者に対し介護サービスを提供する場合については、当該事業所

で作成される個別サービス計画に沿った支援ができるよう、当該事業所と支援者が情

報を共有するなどして互いに十分に連携することや、支援者の直接支援が常態化する

ことなどにより、当該事業所の介護の提供を代替するようなことがあってはならない

こと等に留意していただきますようお願いいたします。 

また、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について（その２）

（令和２年４月７日付事務連絡）」等において、社会福祉施設等における新型コロナ

ウイルス感染症への対応についてお示ししてきたところですが、適切な感染防止対策

が実施されている場合には、支援者が当該事業所を訪問することについて、不当に制

限することがないよう併せて周知をお願いいたします。 
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１ 実施主体
都道府県、指定都市及び中核市

２ 事業内容
盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣する。

３ 令和２年度予算額
地域生活支援事業費補助金（505億円）の内数

４ 盲ろう者利用登録者数
1,161人（平成31年度「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」実態調査報告書（社会福祉法

人 全国盲ろう者協会）より）

※ 通訳・介助員については、都道府県、指定都市及び中核市が「盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業」として、別途、養成している。
実施に当たっては、厚生労働省が定めた「盲ろう者向け通訳・介助員養成カリキュラム」（必修科目42時間、選択科目42時間）を基本
としている。

事業概要

盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業

地域生活支援事業の都道府県必須事業である「専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業」の一つとして実施

① 触手話
両手を使って手話を使う
相手の両手に軽く触りな
がら触読。
弱視の人は近い距離から
相手の手話を目で見て理
解する場合もあり。

③ 指文字

相手の手のひ
らの中に、指
文字を綴って
会話する方法。

➁ 指点字
両手の人差し指、中
指、薬指の６本の指
を指し出し、これを
点字タイプライター
のキーに見立てて点
字記号を打つ方法。

盲ろう者のコミュニケーション方法（主なもの）
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